
○
福
岡
県
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
䥹
平
成
二
十
八
年
福
岡
県
規
則
第
四
十
五
号
䥺 

新
旧
対
照
表 

䥹
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
䥺 

削
除 

  
 

                            

削
除 

           

改 
 
 

正 
 
 

案 

䥹
条
例
別
表
第
一
の
規
則
で
定
め
る
事
務
䥺 

第
二
条 

条
例
別
表
第
一
の
一
の
項
の
規
則
で
定
め
る
給
付

金
は
䣍
私
立
の
高
等
学
校
等
䥹
高
等
学
校
䥹
別
科
を
除
く

䣎
䥺
䣍
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
䥹
別
科
を
除
く
䣎
䥺

䣍
高
等
専
門
学
校
䥹
第
一
学
年
か
ら
第
三
学
年
ま
で
に
限

る
䣎
䥺
並
び
に
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す

る
法
律
䥹
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
八
号
䥺
第
二
条
第
五

号
に
規
定
す
る
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
を
い
う
䣎
以
下

同
じ
䣎
䥺
の
生
徒
又
は
学
生
䥹
以
下
䣓
生
徒
等
䣔
と
い
う

䣎
䥺
の
就
学
に
要
す
る
経
費
を
負
担
す
べ
き
者
と
し
て
䣍

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
䣍
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
者
䥹
以
下
こ
の
条
䣍
次
条
第
二
項
第
二

号
䣍
第
四
条
第
二
項
第
二
号
䣍
第
七
条
第
一
項
䣍
第
十
条

第
二
項
第
二
号
及
び
第
十
一
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て

䣓
保
護
者
等
䣔
と
い
う
䣎
䥺
に
対
し
て
䣍
授
業
料
以
外
の

教
育
に
必
要
な
経
費
の
軽
減
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

支
給
す
る
給
付
金
䥹
以
下
䣓
福
岡
県
私
立
高
校
生
等
奨
学

給
付
金
䣔
と
い
う
䣎
䥺
と
す
る
䣎 

一 

生
徒
等
に
保
護
者
䥹
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支

給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
䥹
平
成
二
十
二
年
政
令
第
百

十
二
号
䥺
第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
護
者

を
い
う
䣎
次
号
に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
が
い
る
場
合 

当

該
保
護
者 

二 

生
徒
等
に
保
護
者
が
い
な
い
場
合 
当
該
生
徒
等
䥹

当
該
生
徒
等
が
主
と
し
て
他
の
者
の
収
入
に
よ
り
生
計

を
維
持
し
て
い
る
場
合
に
あ
䣬
て
は
䣍
当
該
他
の
者
䥺 

２ 

条
例
別
表
第
一
の
一
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
䣍

福
岡
県
私
立
高
校
生
等
奨
学
給
付
金
の
支
給
の
申
請
の
受

理
䣍
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の

申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
䣎 

 

第
三
条 

条
例
別
表
第
一
の
二
の
項
の
規
則
で
定
め
る
支
援

金
は
䣍
高
等
学
校
等
又
は
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
を
中

途
退
学
し
た
後
䣍
県
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
私
立
の
高
等

学
校
等
又
は
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
で
学
び
直
す
生
徒

等
に
対
し
て
䣍
教
育
に
係
る
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
交
付
す
る
支
援
金
䥹
以
下
䣓
福
岡
県

私
立
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
䣔
と
い
う
䣎
䥺
と
す

る
䣎 

２ 

条
例
別
表
第
一
の
二
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
䣍

次
の
と
お
り
と
す
る
䣎 

現 
 
 
 
 
 
 
 

行 



 

         

削
除 

               

削
除 

  

改 
 
 

正 
 
 

案 

一 

福
岡
県
私
立
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
の
受
給
資

格
の
認
定
の
申
請
の
受
理
䣍
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事

務 

二 

福
岡
県
私
立
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
の
受
給
資

格
の
認
定
を
受
け
た
者
の
保
護
者
等
の
収
入
の
状
況
の
届

出
の
受
理
䣍
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又

は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務 

 

第
四
条 

条
例
別
表
第
一
の
三
の
項
の
規
則
で
定
め
る
支
援
金

は
䣍
私
立
の
高
等
学
校
の
専
攻
科
の
生
徒
に
対
し
て
䣍
教
育

に
係
る
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
交

付
す
る
支
援
金
䥹
以
下
䣓
福
岡
県
私
立
高
等
学
校
専
攻
科
修

学
支
援
金
䣔
と
い
う
䣎
䥺
と
す
る
䣎 

２ 
条
例
別
表
第
一
の
三
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
䣍
次

の
と
お
り
と
す
る
䣎 

一 

福
岡
県
私
立
高
等
学
校
専
攻
科
修
学
支
援
金
の
受
給
資

格
の
認
定
の
申
請
の
受
理
䣍
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事

務 

二 

福
岡
県
私
立
高
等
学
校
専
攻
科
修
学
支
援
金
の
受
給
資

格
の
認
定
を
受
け
た
者
の
保
護
者
等
の
収
入
の
状
況
の
届

出
の
受
理
䣍
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又

は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務 

 

第
五
条 

条
例
別
表
第
一
の
四
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は

䣍
次
の
と
お
り
と
す
る
䣎 

一 

行
政
措
置
と
し
て
生
活
保
護
法
䥹
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
百
四
十
四
号
䥺
第
十
九
条
第
一
項
に
準
じ
た
取
扱
い
に

よ
䣬
て
実
施
す
る
外
国
人
の
保
護
の
実
施
に
関
す
る
事
務 

二 

行
政
措
置
と
し
て
生
活
保
護
法
第
二
十
四
条
第
一
項
に

準
じ
た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
外
国
人
の
保
護
の
開

始
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実

施
す
る
外
国
人
の
保
護
の
変
更
の
申
請
の
受
理
䣍
そ
の
申

請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す

る
応
答
に
関
す
る
事
務 

三 

行
政
措
置
と
し
て
生
活
保
護
法
第
二
十
五
条
第
一
項
に

準
じ
た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
職
権
に
よ
る
外
国
人

の
保
護
の
開
始
又
は
同
条
第
二
項
に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ

䣬
て
実
施
す
る
職
権
に
よ
る
外
国
人
の
保
護
の
変
更
に
関

す
る
事
務 

四 

行
政
措
置
と
し
て
生
活
保
護
法
第
二
十
六
条
に
準
じ
た

取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
外
国
人
の
保
護
の
停
止
又
は

廃
止
に
関
す
る
事
務 

現 
 
 
 
 
 
 
 

行 



 

                       

䥹
条
例
別
表
第
一
の
規
則
で
定
め
る
事
務
䥺 

第
二
条 

条
例
別
表
第
一
の
一
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は

䣍
福
岡
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
奨

励
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
䥹
昭
和
五
十
年
福
岡
県
規
則
第
三

号
䥺
第
二
条
の
二
の
奨
励
金
の
貸
与
の
申
請
の
受
理
䣍
そ
の

申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す

る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
䣎 

 

削
除 

            

改 
 
 

正 
 
 

案 

五 

行
政
措
置
と
し
て
生
活
保
護
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に

準
じ
た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
外
国
人
の
保
護
に
お

け
る
資
料
の
提
供
等
の
求
め
に
関
す
る
事
務 

六 

行
政
措
置
と
し
て
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
四
第
一

項
に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
外
国
人
の
保
護

に
お
け
る
就
労
自
立
給
付
金
の
支
給
の
申
請
の
受
理
䣍
そ

の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に

対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務 

七 

行
政
措
置
と
し
て
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
五
第
一

項
に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
外
国
人
の
保
護

に
お
け
る
進
学
準
備
給
付
金
の
支
給
の
申
請
の
受
理
䣍
そ

の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に

対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務 

八 

行
政
措
置
と
し
て
生
活
保
護
法
第
六
十
三
条
に
準
じ
た

取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
外
国
人
の
保
護
に
要
す
る
費

用
の
返
還
に
関
す
る
事
務 

九 

行
政
措
置
と
し
て
生
活
保
護
法
第
七
十
七
条
第
一
項
又

は
第
七
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
準
じ
た
取
扱

い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
外
国
人
の
保
護
に
お
け
る
徴
収
金

の
徴
収
䥹
同
法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
に

準
じ
た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
外
国
人
の
保
護
に
お

け
る
徴
収
金
の
徴
収
を
含
む
䣎
䥺
に
関
す
る
事
務 

  

第
六
条 

条
例
別
表
第
一
の
五
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は

䣍
福
岡
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
奨

励
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
䥹
昭
和
五
十
年
福
岡
県
規
則
第
三

号
䥺
第
二
条
の
二
の
奨
励
金
の
貸
与
の
申
請
の
受
理
䣍
そ
の

申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す

る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
䣎 

 

第
七
条 

条
例
別
表
第
一
の
六
の
項
の
規
則
で
定
め
る
給
付
金

は
䣍
国
䥹
独
立
行
政
法
人
通
則
法
䥹
平
成
十
一
年
法
律
第
百

三
号
䥺
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
及
び
国

立
大
学
法
人
法
䥹
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
䥺
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
を
含
む
䣎
䥺
及
び
地
方

公
共
団
体
䥹
地
方
独
立
行
政
法
人
法
䥹
平
成
十
五
年
法
律
第

百
十
八
号
䥺
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法

人
を
含
む
䣎
䥺
の
設
置
す
る
高
等
学
校
等
の
生
徒
等
の
保
護

者
等
に
対
し
て
䣍
授
業
料
以
外
の
教
育
に
必
要
な
経
費
の
軽

減
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
支
給
す
る
給
付
金
䥹
以
下
䣓

福
岡
県
高
校
生
等
奨
学
給
付
金
䣔
と
い
う
䣎
䥺
と
す
る
䣎 

 

現 
 
 
 
 
 
 
 

行 



 

     

第
三
条 

条
例
別
表
第
一
の
二
の
項
及
び
三
の
項
の
規
則
で
定

め
る
事
務
は
䣍
福
岡
県
立
学
校
授
業
料
等
減
免
規
則
䥹
昭
和

二
十
七
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
䥺
第
三
条
第

一
項
の
授
業
料
等
の
減
免
の
申
請
の
受
理
䣍
そ
の
申
請
に
係

る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に

関
す
る
事
務
と
す
る
䣎 

 

第
四
条 

条
例
別
表
第
一
の
四
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は

䣍
特
別
支
援
学
校
等
へ
の
就
学
の
た
め
必
要
な
経
費
の
算
定

に
必
要
な
資
料
の
受
理
䣍
そ
の
資
料
に
係
る
事
実
に
つ
い
て

の
審
査
又
は
そ
の
資
料
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
䥹
特

別
支
援
学
校
へ
の
就
学
奨
励
に
関
す
る
法
律
䥹
昭
和
二
十
九

年
法
律
第
百
四
十
四
号
䥺
に
よ
る
も
の
を
除
く
䣎
䥺
と
す
る

䣎 

 

削
除 

                

削
除 

   

改 
 
 

正 
 
 

案 

２ 

条
例
別
表
第
一
の
六
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
䣍
福

岡
県
高
校
生
等
奨
学
給
付
金
の
支
給
の
申
請
の
受
理
䣍
そ
の

申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す

る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
䣎 

 

第
八
条 

条
例
別
表
第
一
の
七
の
項
及
び
八
の
項
の
規
則
で
定

め
る
事
務
は
䣍
福
岡
県
立
学
校
授
業
料
等
減
免
規
則
䥹
昭
和

二
十
七
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
䥺
第
三
条
第

一
項
の
授
業
料
等
の
減
免
の
申
請
の
受
理
䣍
そ
の
申
請
に
係

る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に

関
す
る
事
務
と
す
る
䣎 

 

第
九
条 

条
例
別
表
第
一
の
九
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は

䣍
特
別
支
援
学
校
等
へ
の
就
学
の
た
め
必
要
な
経
費
の
算
定

に
必
要
な
資
料
の
受
理
䣍
そ
の
資
料
に
係
る
事
実
に
つ
い
て

の
審
査
又
は
そ
の
資
料
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
䥹
特

別
支
援
学
校
へ
の
就
学
奨
励
に
関
す
る
法
律
䥹
昭
和
二
十
九

年
法
律
第
百
四
十
四
号
䥺
に
よ
る
も
の
を
除
く
䣎
䥺
と
す
る

䣎 
 

 

第
十
条 

条
例
別
表
第
一
の
一
〇
の
項
の
規
則
で
定
め
る
支
援

金
は
䣍
高
等
学
校
等
又
は
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
を
退
学

し
た
後
䣍
地
方
公
共
団
体
の
設
置
す
る
県
内
の
高
等
学
校
等

又
は
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
で
学
び
直
す
生
徒
に
対
し
て

䣍
教
育
に
係
る
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
支
給
す
る
支
援
金
䥹
以
下
䣓
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支

援
金
䣔
と
い
う
䣎
䥺
と
す
る
䣎 

２ 

条
例
別
表
第
一
の
一
〇
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
䣍

次
の
と
お
り
と
す
る
䣎 

一 

高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
の
受
給
資
格
の
認
定
の

申
請
の
受
理
䣍
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査

又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答 

二 

高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
の
受
給
資
格
の
認
定
を

受
け
た
者
の
保
護
者
等
の
収
入
の
状
況
の
届
出
の
受
理
䣍

そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出

に
対
す
る
応
答 

 

第
十
一
条 

条
例
別
表
第
一
の
一
一
の
項
の
規
則
で
定
め
る
支

援
金
は
䣍
県
立
の
高
等
学
校
の
専
攻
科
の
生
徒
に
対
し
て
䣍

教
育
に
係
る
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
支
給
す
る
支
援
金
䥹
以
下
䣓
福
岡
県
立
高
等
学
校
専
攻
科

修
学
支
援
金
䣔
と
い
う
䣎
䥺
と
す
る
䣎 

２ 

条
例
別
表
第
一
の
一
一
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
䣍

次
の
と
お
り
と
す
る
䣎 

現 
 
 
 
 
 
 
 

行 



 

       
 

 

䥹
条
例
別
表
第
二
の
規
則
で
定
め
る
事
務
及
び
情
報
䥺 

第
五
条 

条
例
別
表
第
二
の
一
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は

䣍
私
立
学
校
に
お
け
る
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
費
補
助

金
䥹
奨
学
の
た
め
の
給
付
金
䥺
交
付
要
綱
䥹
平
成
二
十
六
年

四
月
一
日
文
部
科
学
大
臣
決
定
䥺
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等

に
係
る
奨
学
の
た
め
の
給
付
金
事
業
に
よ
る
給
付
金
の
支
給

の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務
と
し

䣍
同
項
の
規
則
で
定
め
る
情
報
は
䣍
当
該
申
請
を
行
う
者
に

係
る
公
立
学
校
に
お
け
る
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
費
補

助
金
䥹
奨
学
の
た
め
の
給
付
金
䥺
交
付
要
綱
に
規
定
す
る
高

等
学
校
等
に
係
る
奨
学
の
た
め
の
給
付
金
事
業
に
よ
る
給
付

金
の
支
給
に
関
す
る
情
報
と
す
る
䣎 

                  

第
六
条 

条
例
別
表
第
二
の
二
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は

䣍
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
費
補
助
金
䥹
学
び
直
し
へ
の

支
援
䥺
交
付
要
綱
䥹
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
文
部
科
学
大

臣
決
定
䥺
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
の
受

給
資
格
の
認
定
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関

す
る
事
務
と
し
䣍
同
項
の
規
則
で
定
め
る
情
報
は
䣍
当
該
申

請
を
行
う
者
に
係
る
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関

す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支

給
に
関
す
る
情
報
と
す
る
䣎 

改 
 
 

正 
 
 

案 

一 

福
岡
県
立
高
等
学
校
専
攻
科
修
学
支
援
金
の
受
給
資
格

の
認
定
の
申
請
の
受
理
䣍
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い

て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答 

二 

福
岡
県
立
高
等
学
校
専
攻
科
修
学
支
援
金
の
受
給
資
格

の
認
定
を
受
け
た
者
の
保
護
者
等
の
収
入
の
状
況
の
届
出

の
受
理
䣍
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答 

 

䥹
条
例
別
表
第
二
の
規
則
で
定
め
る
事
務
及
び
情
報
䥺 

第
十
二
条 

条
例
別
表
第
二
の
一
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務

は
䣍
福
岡
県
私
立
高
校
生
等
奨
学
給
付
金
の
支
給
の
申
請
に

係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務
と
し
䣍
同
項
の

規
則
で
定
め
る
情
報
は
䣍
次
に
掲
げ
る
情
報
と
す
る
䣎 

一 

当
該
申
請
を
行
う
者
又
は
当
該
者
と
同
一
の
世
帯
に
属

す
る
者
に
係
る
生
活
保
護
法
第
十
九
条
第
一
項
の
保
護
の

実
施
䣍
同
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
保
護
の
開
始
若
し
く

は
同
条
第
九
項
の
保
護
の
変
更
䣍
同
法
第
二
十
五
条
第
一

項
の
職
権
に
よ
る
保
護
の
開
始
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の

職
権
に
よ
る
保
護
の
変
更
又
は
同
法
第
二
十
六
条
の
保
護

の
停
止
若
し
く
は
廃
止
に
関
す
る
情
報
䥹
以
下
䣓
生
活
保

護
実
施
関
係
情
報
䣔
と
い
う
䣎
䥺 

二 

当
該
申
請
を
行
う
者
又
は
当
該
者
と
同
一
の
世
帯
に
属

す
る
者
に
係
る
行
政
措
置
と
し
て
生
活
保
護
法
第
十
九
条

第
一
項
に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
外
国
人
の

保
護
の
実
施
䣍
行
政
措
置
と
し
て
同
法
第
二
十
四
条
第
一

項
に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
外
国
人
の
保
護

の
開
始
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ
䣬

て
実
施
す
る
外
国
人
の
保
護
の
変
更
䣍
行
政
措
置
と
し
て

同
法
第
二
十
五
条
第
一
項
に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実

施
す
る
職
権
に
よ
る
外
国
人
の
保
護
の
開
始
若
し
く
は
同

条
第
二
項
に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
職
権
に

よ
る
外
国
人
の
保
護
の
変
更
又
は
行
政
措
置
と
し
て
同
法

第
二
十
六
条
に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
外
国

人
の
保
護
の
停
止
若
し
く
は
廃
止
に
関
す
る
情
報
䥹
以
下

䣓
外
国
人
保
護
実
施
関
係
情
報
䣔
と
い
う
䣎
䥺 

三 

当
該
申
請
を
行
う
者
に
係
る
福
岡
県
高
校
生
等
奨
学
給

付
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報 

 

第
十
三
条 

条
例
別
表
第
二
の
二
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務

は
䣍
福
岡
県
私
立
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
の
受
給
資

格
の
認
定
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る

事
務
と
し
䣍
同
項
の
規
則
で
定
め
る
情
報
は
䣍
当
該
申
請
を

行
う
者
に
係
る
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る

法
律
第
三
条
第
一
項
の
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に

関
す
る
情
報
と
す
る
䣎 

 

現 
 
 
 
 
 
 
 

行 



 
第
七
条 

条
例
別
表
第
二
の
三
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は

䣍
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
費
補
助
金
䥹
専
攻
科
の
生
徒

へ
の
修
学
支
援
䥺
交
付
要
綱
䥹
令
和
二
年
四
月
一
日
文
部
科

学
大
臣
決
定
䥺
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
専
攻
科
修
学
支
援

金
の
受
給
資
格
の
認
定
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審

査
に
関
す
る
事
務
と
し
䣍
同
項
の
規
則
で
定
め
る
情
報
は
䣍

当
該
申
請
を
行
う
者
に
係
る
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支

給
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
高
等
学
校
等
就
学
支
援

金
の
支
給
に
関
す
る
情
報
と
す
る
䣎 

 

第
八
条 

条
例
別
表
第
二
の
四
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は

䣍
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と
し
䣍
同
項
の
規
則
で
定
め
る

情
報
は
䣍
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該
各

号
に
定
め
る
情
報
と
す
る
䣎 

一 

児
童
福
祉
法
䥹
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
䥺

第
十
九
条
の
三
第
三
項
の
医
療
費
支
給
認
定
の
申
請
に
係

る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務 

当
該
申
請
に

係
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
䥹
児
童
福
祉
法
第
六
条

の
二
第
二
項
の
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
を
い
う
䣎
以

下
同
じ
䣎
䥺
又
は
医
療
費
支
給
認
定
基
準
世
帯
員
䥹
児
童

福
祉
法
施
行
令
䥹
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
䥺
第

二
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
医
療
費
支
給
認
定
基
準
世

帯
員
を
い
う
䣎
以
下
同
じ
䣎
䥺
に
係
る
䣓
生
活
に
困
窮
す

る
外
国
人
に
対
す
る
生
活
保
護
の
措
置
に
つ
い
て
䣔
䥹
昭

和
二
十
九
年
五
月
八
日
付
け
社
発
第
三
百
八
十
二
号
厚
生

省
社
会
局
長
通
知
䥺
に
基
づ
く
外
国
人
で
あ
䣬
て
生
活
に

困
窮
す
る
者
に
係
る
生
活
保
護
法
䥹
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
百
四
十
四
号
䥺
第
十
九
条
第
一
項
に
準
じ
た
取
扱
い
に

よ
䣬
て
実
施
す
る
保
護
の
実
施
䣍
同
法
第
二
十
四
条
第
一

項
に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
保
護
の
開
始
若

し
く
は
同
条
第
九
項
に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す

る
保
護
の
変
更
䣍
同
法
第
二
十
五
条
第
一
項
に
準
じ
た
取

扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
職
権
に
よ
る
保
護
の
開
始
若
し

く
は
同
条
第
二
項
に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る

職
権
に
よ
る
保
護
の
変
更
又
は
同
法
第
二
十
六
条
に
準
じ

た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
保
護
の
停
止
若
し
く
は
廃

止
に
関
す
る
情
報
䥹
以
下
䣓
外
国
人
保
護
実
施
関
係
情
報

䣔
と
い
う
䣎
䥺 

二 

䥹
略
䥺 

 削
除 

改 
 
 

正 
 
 

案 

第
十
四
条 

条
例
別
表
第
二
の
三
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務

は
䣍
福
岡
県
私
立
高
等
学
校
専
攻
科
修
学
支
援
金
の
受
給
資

格
の
認
定
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る

事
務
と
し
䣍
同
項
の
規
則
で
定
め
る
情
報
は
䣍
当
該
申
請
を

行
う
者
に
係
る
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る

法
律
第
三
条
第
一
項
の
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に

関
す
る
情
報
と
す
る
䣎 

   

第
十
五
条 

条
例
別
表
第
二
の
四
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務

は
䣍
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と
し
䣍
同
項
の
規
則
で
定
め

る
情
報
は
䣍
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該

各
号
に
定
め
る
情
報
と
す
る
䣎 

一 

児
童
福
祉
法
䥹
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
䥺

第
十
九
条
の
三
第
三
項
の
医
療
費
支
給
認
定
の
申
請
に
係

る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務 

当
該
申
請
に

係
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
䥹
児
童
福
祉
法
第
六
条

の
二
第
二
項
の
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
を
い
う
䣎
以

下
同
じ
䣎
䥺
又
は
医
療
費
支
給
認
定
基
準
世
帯
員
䥹
児
童

福
祉
法
施
行
令
䥹
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
䥺
第

二
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
医
療
費
支
給
認
定
基
準
世

帯
員
を
い
う
䣎
以
下
同
じ
䣎
䥺
に
係
る
外
国
人
保
護
実
施

関
係
情
報 

              

二 

䥹
略
䥺 

 第
十
六
条 

条
例
別
表
第
二
の
五
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務

は
䣍
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
䥹
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
䥺
第
三
十
一
条
の
費
用
の

徴
収
に
関
す
る
事
務
と
し
䣍
同
項
の
規
則
で
定
め
る
情
報
は

䣍
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
入
院
さ
せ
た
精
神
障
が
い
者
䥹
以
下
䣓
措
置

入
院
者
䣔
と
い
う
䣎
䥺
䣍
当
該
措
置
入
院
者
の
扶
養
義
務
者 

現 
 
 
 
 
 
 
 

行 



 

  

 第
九
条 

条
例
別
表
第
二
の
五
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は

䣍
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と
し
䣍
同
項
の
規
則
で
定
め
る

情
報
は
䣍
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該
各

号
に
定
め
る
情
報
と
す
る
䣎 

一
・
二
䥹
略
䥺 

 第
十
条 

条
例
別
表
第
二
の
六
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は

䣍
児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
障
害
児
入
所
給

付
費
䣍
同
法
第
二
十
四
条
の
六
第
一
項
の
高
額
障
害
児
入
所

給
付
費
又
は
同
法
第
二
十
四
条
の
七
第
一
項
の
特
定
入
所
障

害
児
食
費
等
給
付
費
の
支
給
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て

の
審
査
に
関
す
る
事
務
と
し
䣍
同
項
の
規
則
で
定
め
る
情
報

は
䣍
当
該
申
請
に
係
る
障
が
い
児
の
保
護
者
又
は
当
該
保
護

者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に
係
る
外
国
人
保
護
実
施
関

係
情
報
と
す
る
䣎 

 

削
除 

改 
 
 

正 
 
 

案 

又
は
当
該
措
置
入
院
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に
係
る

外
国
人
保
護
実
施
関
係
情
報
と
す
る
䣎 

 

第
十
七
条 

条
例
別
表
第
二
の
六
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務

は
䣍
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と
し
䣍
同
項
の
規
則
で
定
め

る
情
報
は
䣍
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該

各
号
に
定
め
る
情
報
と
す
る
䣎 

一
・
二
䥹
略
䥺 

 

第
十
八
条 

条
例
別
表
第
二
の
七
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務

は
䣍
児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
障
害
児
入
所

給
付
費
䣍
同
法
第
二
十
四
条
の
六
第
一
項
の
高
額
障
害
児
入

所
給
付
費
又
は
同
法
第
二
十
四
条
の
七
第
一
項
の
特
定
入
所

障
害
児
食
費
等
給
付
費
の
支
給
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い

て
の
審
査
に
関
す
る
事
務
と
し
䣍
同
項
の
規
則
で
定
め
る
情

報
は
䣍
当
該
申
請
に
係
る
障
が
い
児
の
保
護
者
又
は
当
該
保

護
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に
係
る
外
国
人
保
護
実
施

関
係
情
報
と
す
る
䣎 

 

第
十
九
条 

条
例
別
表
第
二
の
八
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務

は
䣍
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と
し
䣍
同
項
の
規
則
で
定
め

る
情
報
は
䣍
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該

各
号
に
定
め
る
情
報
と
す
る
䣎 

一 

児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
負
担
能
力
の
認
定

に
関
す
る
事
務
䥹
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
障

害
児
入
所
施
設
に
係
る
部
分
を
除
く
䣎
䥺 
次
に
掲
げ
る

情
報 

イ 

当
該
認
定
に
係
る
児
童
福
祉
法
第
二
十
七
条
第
一
項

第
三
号
の
措
置
に
係
る
児
童
䥹
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

䣓
措
置
児
童
䣔
と
い
う
䣎
䥺
又
は
当
該
措
置
児
童
と
同

一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に
係
る
療
育
手
帳
䥹
同
法
第
十

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
相
談
所
又
は
知
的
障
害

者
福
祉
法
䥹
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
䥺
第
十

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
更
生
相
談
所
に

お
い
て
知
的
障
が
い
が
あ
る
と
判
定
さ
れ
た
者
に
対
し

そ
の
程
度
等
を
証
す
る
も
の
と
し
て
知
事
が
交
付
す
る

手
帳
を
い
う
䣎
以
下
同
じ
䣎
䥺
の
交
付
に
関
す
る
情
報 

ロ 

措
置
児
童
又
は
当
該
措
置
児
童
と
同
一
の
世
帯
に
属

す
る
者
に
係
る
外
国
人
保
護
実
施
関
係
情
報 

二 

児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
負
担
能
力
の
認
定

に
関
す
る
事
務
䥹
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
障

害
児
入
所
施
設
に
係
る
部
分
に
限
る
䣎
䥺 

次
に
掲
げ
る

情
報 

 

現 
 
 
 
 
 
 
 

行 



 

 

改 
 
 

正 
 
 

案 

イ 

当
該
認
定
に
係
る
児
童
福
祉
法
第
二
十
七
条
第
一
項

第
三
号
の
措
置
に
係
る
児
童
䥹
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

䣓
措
置
児
童
䣔
と
い
う
䣎
䥺
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る

者
に
係
る
療
育
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
情
報 

ロ 

措
置
児
童
又
は
当
該
措
置
児
童
と
同
一
の
世
帯
に
属

す
る
者
に
係
る
外
国
人
保
護
実
施
関
係
情
報 

三 

児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
費
用
の
徴
収
に
関

す
る
事
務
䥹
同
法
第
五
十
条
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る

䣎
䥺 

当
該
徴
収
に
係
る
児
童
福
祉
法
第
二
十
条
第
一
項

の
療
育
の
給
付
を
受
け
る
児
童
又
は
当
該
児
童
の
扶
養
義

務
者
に
係
る
外
国
人
保
護
実
施
関
係
情
報 

四 

児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
費
用
の
徴
収
に
関

す
る
事
務
䥹
同
法
第
五
十
条
第
六
号
及
び
第
六
号
の
二
に

係
る
部
分
に
限
る
䣎
䥺 

次
に
掲
げ
る
情
報 

イ 

当
該
徴
収
に
係
る
児
童
福
祉
法
第
二
十
三
条
第
一
項

の
母
子
生
活
支
援
施
設
に
お
け
る
保
護
を
受
け
る
児
童

䥹
以
下
䣓
保
護
児
童
䣔
と
い
う
䣎
䥺
又
は
当
該
保
護
児

童
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に
係
る
療
育
手
帳
の
交

付
に
関
す
る
情
報 

ロ 

当
該
徴
収
に
係
る
児
童
福
祉
法
第
二
十
二
条
第
一
項

の
助
産
施
設
に
お
け
る
助
産
の
実
施
に
係
る
妊
産
婦
䥹

以
下
䣓
助
産
妊
産
婦
䣔
と
い
う
䣎
䥺
若
し
く
は
当
該
助

産
妊
産
婦
の
扶
養
義
務
者
又
は
保
護
児
童
若
し
く
は
当

該
保
護
児
童
の
扶
養
義
務
者
に
係
る
外
国
人
保
護
実
施

関
係
情
報 

五 

児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
費
用
の
徴
収
に
関

す
る
事
務
䥹
同
法
第
五
十
条
第
七
号
䥹
障
害
児
入
所
施
設

に
係
る
部
分
を
除
く
䣎
䥺
に
係
る
部
分
に
限
る
䣎
䥺 

第

一
号
に
掲
げ
る
情
報 

六 

児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
費
用
の
徴
収
に
関

す
る
事
務
䥹
同
法
第
五
十
条
第
七
号
䥹
障
害
児
入
所
施
設

に
係
る
部
分
に
限
る
䣎
䥺
及
び
第
七
号
の
二
に
係
る
部
分

に
限
る
䣎
䥺 

次
に
掲
げ
る
情
報 

イ 

当
該
認
定
に
係
る
児
童
福
祉
法
第
二
十
七
条
第
一
項

第
三
号
及
び
第
二
項
の
措
置
に
係
る
児
童
䥹
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
䣓
措
置
児
童
䣔
と
い
う
䣎
䥺
と
同
一
の
世

帯
に
属
す
る
者
に
係
る
療
育
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
情

報 

ロ 

措
置
児
童
又
は
当
該
措
置
児
童
と
同
一
の
世
帯
に
属

す
る
者
に
係
る
外
国
人
保
護
実
施
関
係
情
報 

  

現 
 
 
 
 
 
 
 

行 



 
第
十
一
条 

条
例
別
表
第
二
の
七
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務

は
䣍
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と
し
䣍
同
項
の
規
則
で
定
め

る
情
報
は
䣍
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該

各
号
に
定
め
る
情
報
と
す
る
䣎 

一 

生
活
保
護
法
第
十
九
条
第
一
項
の
保
護
の
実
施
に
関
す

る
事
務 

次
に
掲
げ
る
情
報 

イ
・
ロ
䥹
略
䥺 

                 

ハ 

要
保
護
者
等
に
係
る
公
営
住
宅
法
䥹
昭
和
二
十
六
年

法
律
第
百
九
十
三
号
䥺
第
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
十

八
条
第
二
項
の
家
賃
の
額
に
関
す
る
情
報 

二
䦅
六
䥹
略
䥺 

 

第
十
二
条 

条
例
別
表
第
二
の
八
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務

は
䣍
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と
し
䣍
同
項
の
規
則
で
定
め

る
情
報
は
䣍
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該

各
号
に
定
め
る
情
報
と
す
る
䣎 

一 

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住

帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の

支
援
に
関
す
る
法
律
䥹
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
䥺
第
十

四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
支
援
給
付
の
支
給
の
実
施
䣍

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国

後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
䥹
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
䣎
以
下
䣓
平
成
十

九
年
改
正
法
䣔
と
い
う
䣎
䥺
附
則
第
四
条
第
一
項
の
支
援

給
付
の
支
給
の
実
施
並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な

帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る 

 

改 
 
 

正 
 
 

案 

第
二
十
条 

条
例
別
表
第
二
の
九
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務

は
䣍
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と
し
䣍
同
項
の
規
則
で
定
め

る
情
報
は
䣍
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該

各
号
に
定
め
る
情
報
と
す
る
䣎 

一 

生
活
保
護
法
第
十
九
条
第
一
項
の
保
護
の
実
施
に
関
す

る
事
務 

次
に
掲
げ
る
情
報 

イ
・
ロ
䥹
略
䥺 

ハ 

要
保
護
者
等
に
係
る
身
体
障
害
者
福
祉
法
䥹
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
䥺
第
十
五
条
第
一
項
の

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
及
び
そ
の
障
が
い
の
程
度
に

関
す
る
情
報 

ニ 

要
保
護
者
等
に
係
る
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福

祉
に
関
す
る
法
律
第
四
十
五
条
第
一
項
の
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
及
び
そ
の
障
が
い
の
程
度
に
関

す
る
情
報 

ホ 
要
保
護
者
等
に
係
る
療
育
手
帳
の
交
付
及
び
そ
の
障

が
い
の
程
度
に
関
す
る
情
報 

ヘ 

要
保
護
者
等
に
係
る
外
国
人
保
護
実
施
関
係
情
報
䣍

行
政
措
置
と
し
て
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
四
第
一

項
に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
外
国
人
の
保

護
に
お
け
る
就
労
自
立
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報

又
は
行
政
措
置
と
し
て
同
法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項

に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
外
国
人
の
保
護

に
お
け
る
進
学
準
備
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報 

ト 

要
保
護
者
等
に
係
る
公
営
住
宅
法
䥹
昭
和
二
十
六
年

法
律
第
百
九
十
三
号
䥺
第
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
十

八
条
第
二
項
の
家
賃
の
額
に
関
す
る
情
報 

二
䦅
六
䥹
略
䥺 

 

第
二
十
一
条 

条
例
別
表
第
二
の
一
〇
の
項
の
規
則
で
定
め
る

事
務
は
䣍
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と
し
䣍
同
項
の
規
則
で

定
め
る
情
報
は
䣍
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ

当
該
各
号
に
定
め
る
情
報
と
す
る
䣎 

一 

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住

帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の

支
援
に
関
す
る
法
律
䥹
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
䥺
第
十

四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
支
援
給
付
の
支
給
の
実
施
䣍

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国

後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
䥹
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
䣎
以
下
䣓
平
成
十

九
年
改
正
法
䣔
と
い
う
䣎
䥺
附
則
第
四
条
第
一
項
の
支
援

給
付
の
支
給
の
実
施
並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な

帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る 

現 
 
 
 
 
 
 
 

行 



  

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
䥹
平
成
二
十
五
年
法
律
第

百
六
号
䣎
以
下
䣓
平
成
二
十
五
年
改
正
法
䣔
と
い
う
䣎
䥺

附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
二
十
五
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前

の
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰

国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
䥹
以
下
䣓
旧
法
䣔
と

い
う
䣎
䥺
第
十
四
条
第
一
項
の
支
援
給
付
䣍
平
成
二
十
五

年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
法
第
十
四
条
第
三
項
の
支

援
給
付
及
び
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項

の
支
援
給
付
の
支
給
の
実
施
に
関
す
る
事
務 
次
に
掲
げ

る
情
報 

イ
・
ロ
䥹
略
䥺 

              

ハ 

要
支
援
者
等
に
係
る
公
営
住
宅
法
第
十
六
条
第
一
項

又
は
第
二
十
八
条
第
二
項
の
家
賃
の
額
に
関
す
る
情
報 

 

二
䦅
六
䥹
略
䥺 

改 
 
 

正 
 
 

案 

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
䥹
平
成
二
十
五
年
法
律
第

百
六
号
䣎
以
下
䣓
平
成
二
十
五
年
改
正
法
䣔
と
い
う
䣎
䥺

附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
二
十
五
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前

の
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰

国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
䥹
以
下
䣓
旧
法
䣔
と

い
う
䣎
䥺
第
十
四
条
第
一
項
の
支
援
給
付
䣍
平
成
二
十
五

年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
法
第
十
四
条
第
三
項
の
支

援
給
付
及
び
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項

の
支
援
給
付
の
支
給
の
実
施
に
関
す
る
事
務 

次
に
掲
げ

る
情
報 

イ
・
ロ
䥹
略
䥺 

ハ 

要
支
援
者
等
に
係
る
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五

条
第
一
項
の
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
及
び
そ
の
障

が
い
の
程
度
に
関
す
る
情
報 

ニ 
要
支
援
者
等
に
係
る
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者

福
祉
に
関
す
る
法
律
第
四
十
五
条
第
一
項
の
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
及
び
そ
の
障
が
い
の
程

度
に
関
す
る
情
報 

ホ 

要
支
援
者
等
に
係
る
療
育
手
帳
の
交
付
及
び
そ
の

障
が
い
の
程
度
に
関
す
る
情
報 

ヘ 

要
支
援
者
等
に
係
る
外
国
人
保
護
実
施
関
係
情
報

又
は
行
政
措
置
と
し
て
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の

四
第
一
項
に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
外

国
人
の
保
護
に
お
け
る
就
労
自
立
給
付
金
の
支
給
に

関
す
る
情
報 

ト 

要
支
援
者
等
に
係
る
公
営
住
宅
法
第
十
六
条
第
一

項
又
は
第
二
十
八
条
第
二
項
の
家
賃
の
額
に
関
す
る

情
報 

二
䦅
六
䥹
略
䥺 

現 
 
 
 
 
 
 
 

行 



 
第
十
三
条 

条
例
別
表
第
二
の
九
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務

は
䣍
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と
し
䣍
同
項
の
規
則
で
定
め

る
情
報
は
䣍
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当
該

各
号
に
定
め
る
情
報
と
す
る
䣎 

一
・
二
䥹
略
䥺 

 

第
十
四
条 

条
例
別
表
第
二
の
一
〇
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事

務
は
䣍
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と
し
䣍
同
項
の
規
則
で
定

め
る
情
報
は
䣍
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当

該
各
号
に
定
め
る
情
報
と
す
る
䣎 

一 

䣓
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
生
活
保
護
の
措

置
に
つ
い
て
䣔
に
基
づ
く
外
国
人
で
あ
䣬
て
生
活
に
困
窮

す
る
者
に
係
る
生
活
保
護
法
第
十
九
条
第
一
項
に
準
じ
た

取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
保
護
の
実
施
に
関
す
る
事
務 

 

次
に
掲
げ
る
情
報 

イ 

䣓
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
生
活
保
護
の

措
置
に
つ
い
て
䣔
に
基
づ
く
外
国
人
で
あ
䣬
て
生
活
に

困
窮
す
る
者
に
係
る
生
活
保
護
に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ

䣬
て
実
施
す
る
保
護
を
必
要
と
す
る
状
態
に
あ
る
者
又

は
保
護
を
受
け
て
い
た
者
䥹
以
下
䣓
外
国
人
要
保
護
者

等
䣔
と
い
う
䣎
䥺
に
係
る
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症

の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
三
十
七
条
第

一
項
又
は
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
の
費
用
負
担
に
関

す
る
情
報 

ロ 

外
国
人
要
保
護
者
等
に
係
る
感
染
症
の
予
防
及
び
感

染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
四
十
二

条
第
一
項
の
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
情
報 

 

改 
 
 

正 
 
 

案 

第
二
十
二
条 

条
例
別
表
第
二
の
一
一
の
項
の
規
則
で
定
め
る

事
務
は
䣍
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と
し
䣍
同
項
の
規
則
で

定
め
る
情
報
は
䣍
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ

当
該
各
号
に
定
め
る
情
報
と
す
る
䣎 

一
・
二
䥹
略
䥺 

 第
二
十
三
条 

条
例
別
表
第
二
の
一
二
の
項
の
規
則
で
定
め
る

事
務
は
䣍
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と
し
䣍
同
項
の
規
則
で

定
め
る
情
報
は
䣍
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ

当
該
各
号
に
定
め
る
情
報
と
す
る
䣎 

一 

行
政
措
置
と
し
て
生
活
保
護
法
第
十
九
条
第
一
項
に
準

じ
た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
外
国
人
の
保
護
の
実
施

に
関
す
る
事
務 

次
に
掲
げ
る
情
報 

  
イ 
行
政
措
置
と
し
て
日
本
国
民
に
対
す
る
生
活
保
護
に

準
じ
た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
外
国
人
の
保
護
を

必
要
と
す
る
状
態
に
あ
る
者
又
は
保
護
を
受
け
て
い
た

者
䥹
以
下
䣓
外
国
人
要
保
護
者
等
䣔
と
い
う
䣎
䥺
に
係

る
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療

に
関
す
る
法
律
第
三
十
七
条
第
一
項
又
は
第
三
十
七
条

の
二
第
一
項
の
費
用
負
担
に
関
す
る
情
報 

  

ロ 

外
国
人
要
保
護
者
等
に
係
る
感
染
症
の
予
防
及
び
感

染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
四
十
二

条
第
一
項
の
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
情
報 

ハ 

外
国
人
要
保
護
者
等
に
係
る
難
病
の
患
者
に
対
す
る

医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
の
特
定
医
療
費

の
支
給
に
関
す
る
情
報 

ニ 

外
国
人
要
保
護
者
等
に
係
る
児
童
福
祉
法
第
十
九
条

の
二
第
一
項
の
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
の
支
給
に

関
す
る
情
報 

ホ 

外
国
人
要
保
護
者
等
に
係
る
児
童
福
祉
法
第
二
十
条

第
一
項
の
療
育
の
給
付
の
支
給
に
関
す
る
情
報 

ヘ 

外
国
人
要
保
護
者
等
に
係
る
児
童
福
祉
法
第
二
十
四

条
の
二
第
一
項
の
障
害
児
入
所
給
付
費
の
支
給
に
関
す

る
情
報 

ト 

外
国
人
要
保
護
者
等
に
係
る
身
体
障
害
者
福
祉
法
第

十
五
条
第
一
項
の
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
及
び
そ
の

障
が
い
の
程
度
に
関
す
る
情
報 

現 
 
 
 
 
 
 
 

行 



 

 

改 
 
 

正 
 
 

案 

チ 

外
国
人
要
保
護
者
等
に
係
る
精
神
保
健
及
び
精
神
障

害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
四
十
五
条
第
一
項
の
精
神

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
及
び
そ
の
障
が
い
の
程

度
に
関
す
る
情
報 

リ 

外
国
人
要
保
護
者
等
に
係
る
生
活
保
護
実
施
関
係
情

報
䣍
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
の
就
労
自

立
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報
又
は
同
法
第
五
十
五

条
の
五
第
一
項
の
進
学
準
備
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る

情
報 

ヌ 

外
国
人
要
保
護
者
等
に
係
る
児
童
扶
養
手
当
法
䥹
昭

和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
䥺
第
四
条
第
一
項

の
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
に
関
す
る
情
報 

ル 

外
国
人
要
保
護
者
等
に
係
る
母
子
及
び
父
子
並
び
に

寡
婦
福
祉
法
䥹
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
䥺

第
十
三
条
第
一
項
䣍
第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
若
し
く

は
第
三
十
二
条
第
一
項
又
は
附
則
第
三
条
若
し
く
は
第

六
条
の
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
情
報 

ヲ 

外
国
人
要
保
護
者
等
に
係
る
母
子
及
び
父
子
並
び
に

寡
婦
福
祉
法
第
三
十
一
条
䥹
同
法
第
三
十
一
条
の
十
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
䣎
䥺
の
給

付
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報 

ワ 

外
国
人
要
保
護
者
等
に
係
る
特
別
児
童
扶
養
手
当
等

の
支
給
に
関
す
る
法
律
䥹
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三

十
四
号
䥺
第
三
条
第
一
項
の
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
支

給
に
関
す
る
情
報 

カ 

外
国
人
要
保
護
者
等
に
係
る
特
別
児
童
扶
養
手
当
等

の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
の
障
害
児
福
祉
手
当

䣍
同
法
第
二
十
六
条
の
二
の
特
別
障
害
者
手
当
又
は
国

民
年
金
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
䥹
昭
和
六
十
年
法

律
第
三
十
四
号
䥺
附
則
第
九
十
七
条
第
一
項
の
福
祉
手

当
の
支
給
に
関
す
る
情
報 

ヨ 

外
国
人
要
保
護
者
等
に
係
る
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦

人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
支
援
給
付
の
支
給
の

実
施
䣍
平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
支

援
給
付
の
支
給
の
実
施
並
び
に
平
成
二
十
五
年
改
正
法

附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
法
第
十
四
条
第
一
項
の
支
援
給

付
䣍
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
法

第
十
四
条
第
三
項
の
支
援
給
付
及
び
平
成
二
十
五
年
改

正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
の
支
援
給
付
の
支
給
の
実
施 

 

現 
 
 
 
 
 
 
 

行 



 

                 

ハ 

外
国
人
要
保
護
者
等
に
係
る
公
営
住
宅
法
第
十
六
条

第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
第
二
項
の
家
賃
の
額
に
関
す

る
情
報 

二 

䣓
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
生
活
保
護
の
措

置
に
つ
い
て
䣔
に
基
づ
く
外
国
人
で
あ
䣬
て
生
活
に
困
窮

す
る
者
に
係
る
生
活
保
護
法
第
二
十
四
条
第
一
項
に
準
じ

た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
保
護
の
開
始
又
は
同
条
第

九
項
に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
保
護
の
変
更

の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務 

前
号
に
掲
げ
る
情
報 

三 

䣓
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
生
活
保
護
の
措

置
に
つ
い
て
䣔
に
基
づ
く
外
国
人
で
あ
䣬
て
生
活
に
困
窮

す
る
者
に
係
る
生
活
保
護
法
第
二
十
五
条
第
一
項
に
準
じ

た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
職
権
に
よ
る
保
護
の
開
始

又
は
同
条
第
二
項
に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る

職
権
に
よ
る
保
護
の
変
更
に
関
す
る
事
務 

第
一
号
に
掲

げ
る
情
報 

四 

䣓
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
生
活
保
護
の
措

置
に
つ
い
て
䣔
に
基
づ
く
外
国
人
で
あ
䣬
て
生
活
に
困
窮

す
る
者
に
係
る
生
活
保
護
法
第
二
十
六
条
に
準
じ
た
取
扱

い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
保
護
の
停
止
又
は
廃
止
に
関
す
る

事
務 

第
一
号
に
掲
げ
る
情
報 

改 
 
 

正 
 
 

案 

䣍
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永

住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自

立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
並
び
に
平

成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た

旧
法
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る

も
の
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
開

始
若
し
く
は
同
条
第
九
項
の
変
更
䣍
同
法
第
二
十
五
条

第
一
項
の
職
権
に
よ
る
開
始
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の

職
権
に
よ
る
変
更
又
は
同
法
第
二
十
六
条
の
停
止
若
し

く
は
廃
止
に
関
す
る
情
報 

タ 

外
国
人
要
保
護
者
等
に
係
る
障
害
者
の
日
常
生
活
及

び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
六

条
の
自
立
支
援
給
付
䥹
精
神
通
院
医
療
に
係
る
自
立
支

援
医
療
費
に
限
る
䣎
䥺
の
支
給
に
関
す
る
情
報 

レ 
外
国
人
要
保
護
者
等
に
係
る
療
育
手
帳
の
交
付
及
び

そ
の
障
が
い
の
程
度
に
関
す
る
情
報 

ソ 

外
国
人
要
保
護
者
等
に
係
る
公
営
住
宅
法
第
十
六
条

第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
第
二
項
の
家
賃
の
額
に
関
す

る
情
報 

二 

行
政
措
置
と
し
て
生
活
保
護
法
第
二
十
四
条
第
一
項
に

準
じ
た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
外
国
人
の
保
護
の
開

始
又
は
同
条
第
九
項
に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す

る
外
国
人
の
保
護
の
変
更
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て

の
審
査
に
関
す
る
事
務 

前
号
に
掲
げ
る
情
報 

  

三 

行
政
措
置
と
し
て
生
活
保
護
法
第
二
十
五
条
第
一
項
に

準
じ
た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
職
権
に
よ
る
外
国
人

の
保
護
の
開
始
又
は
同
条
第
二
項
に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ

䣬
て
実
施
す
る
職
権
に
よ
る
外
国
人
の
保
護
の
変
更
に
関

す
る
事
務 

第
一
号
に
掲
げ
る
情
報 

  

四 

行
政
措
置
と
し
て
生
活
保
護
法
第
二
十
六
条
に
準
じ
た

取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
外
国
人
の
保
護
の
停
止
又
は

廃
止
に
関
す
る
事
務 

第
一
号
に
掲
げ
る
情
報 

  

現 
 
 
 
 
 
 
 

行 



 

五 

䣓
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
生
活
保
護
の
措

置
に
つ
い
て
䣔
に
基
づ
く
外
国
人
で
あ
䣬
て
生
活
に
困
窮

す
る
者
に
係
る
生
活
保
護
法
第
六
十
三
条
に
準
じ
た
取
扱

い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
保
護
に
要
す
る
費
用
の
返
還
に
関

す
る
事
務 

第
一
号
に
掲
げ
る
情
報 

六 

䣓
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
生
活
保
護
の
措

置
に
つ
い
て
䣔
に
基
づ
く
外
国
人
で
あ
䣬
て
生
活
に
困
窮

す
る
者
に
係
る
生
活
保
護
法
第
七
十
七
条
第
一
項
又
は
第

七
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
準
じ
た
取
扱
い
に

よ
䣬
て
実
施
す
る
保
護
に
お
け
る
徴
収
金
の
徴
収
䥹
同
法

第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
に
準
じ
た
取
扱
い

に
よ
䣬
て
実
施
す
る
保
護
に
お
け
る
徴
収
金
の
徴
収
を
含

む
䣎
䥺
に
関
す
る
事
務 

第
一
号
に
掲
げ
る
情
報 

 

削
除 

改 
 
 

正 
 
 

案 

五 

行
政
措
置
と
し
て
生
活
保
護
法
第
六
十
三
条
に
準
じ
た

取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
外
国
人
の
保
護
に
要
す
る
費

用
の
返
還
に
関
す
る
事
務 

第
一
号
に
掲
げ
る
情
報 

  

六 

行
政
措
置
と
し
て
生
活
保
護
法
第
七
十
七
条
第
一
項
又

は
第
七
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
準
じ
た
取
扱

い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
外
国
人
の
保
護
に
お
け
る
徴
収
金

の
徴
収
䥹
同
法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
に

準
じ
た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
外
国
人
の
保
護
に
お

け
る
徴
収
金
の
徴
収
を
含
む
䣎
䥺
に
関
す
る
事
務 

第
一

号
に
掲
げ
る
情
報 

  第
二
十
四
条 

条
例
別
表
第
二
の
一
三
の
項
の
規
則
で
定
め
る

事
務
は
䣍
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と
し
䣍
同
項
の
規
則
で

定
め
る
情
報
は
䣍
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ

当
該
各
号
に
定
め
る
情
報
と
す
る
䣎 

一 

公
営
住
宅
法
第
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
第
二

項
の
家
賃
の
決
定
に
関
す
る
事
務 

当
該
決
定
に
係
る
同

法
第
二
条
第
二
号
の
公
営
住
宅
䥹
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

䣓
公
営
住
宅
䣔
と
い
う
䣎
䥺
の
入
居
者
又
は
そ
の
同
居
者

に
係
る
療
育
手
帳
の
交
付
及
び
そ
の
障
が
い
の
程
度
に
関

す
る
情
報 

二 

公
営
住
宅
法
第
十
六
条
第
五
項
䥹
同
法
第
二
十
八
条
第

三
項
及
び
第
二
十
九
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
䣎
䥺
の
家
賃
若
し
く
は
金
銭
又
は
同
法
第
十
八
条

第
二
項
の
敷
金
の
減
免
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の

審
査
に
関
す
る
事
務 

当
該
申
請
を
し
た
公
営
住
宅
の
入

居
者
又
は
そ
の
同
居
者
に
係
る
療
育
手
帳
の
交
付
及
び
そ

の
障
が
い
の
程
度
に
関
す
る
情
報
並
び
に
外
国
人
保
護
実

施
関
係
情
報
又
は
行
政
措
置
と
し
て
生
活
保
護
法
第
五
十

五
条
の
四
第
一
項
に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る

外
国
人
の
保
護
に
お
け
る
就
労
自
立
給
付
金
の
支
給
に
関

す
る
情
報 

三 

公
営
住
宅
法
第
十
九
条
䥹
同
法
第
二
十
八
条
第
三
項
及

び
第
二
十
九
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

䣎
䥺
の
家
賃
䣍
敷
金
又
は
金
銭
の
徴
収
猶
予
の
申
請
に
係

る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務 

当
該
申
請
を

し
た
公
営
住
宅
の
入
居
者
又
は
そ
の
同
居
者
に
係
る
療
育

手
帳
の
交
付
及
び
そ
の
障
が
い
の
程
度
に
関
す
る
情
報
並

び
に
外
国
人
保
護
実
施
関
係
情
報
又
は
行
政
措
置
と
し
て

生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
に
準
じ
た
取
扱
い

に
よ
䣬
て
実
施
す
る
外
国
人
の
保
護
に
お
け
る
就
労
自
立

給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報 

現 
 
 
 
 
 
 
 

行 



 

 

改 
 
 

正 
 
 

案 

四 

公
営
住
宅
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
入
居
の
申
込
み
に

係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務 

当
該
申
込

み
を
し
た
者
又
は
そ
の
者
と
同
居
し
よ
う
と
す
る
者
に
係

る
療
育
手
帳
の
交
付
及
び
そ
の
障
が
い
の
程
度
に
関
す
る

情
報
並
び
に
外
国
人
保
護
実
施
関
係
情
報
又
は
行
政
措
置

と
し
て
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
に
準
じ
た

取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
外
国
人
の
保
護
に
お
け
る
就

労
自
立
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報 

五 

公
営
住
宅
法
第
二
十
七
条
第
五
項
の
事
業
主
体
の
承
認

の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務 
 

当
該
申
請
を
し
た
公
営
住
宅
の
入
居
者
又
は
そ
の
同
居
者

に
係
る
療
育
手
帳
の
交
付
及
び
そ
の
障
が
い
の
程
度
に
関

す
る
情
報
並
び
に
外
国
人
保
護
実
施
関
係
情
報
並
び
に
同

項
の
規
定
に
よ
り
同
居
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
療
育

手
帳
の
交
付
及
び
そ
の
障
が
い
の
程
度
に
関
す
る
情
報
並

び
に
外
国
人
保
護
実
施
関
係
情
報
又
は
行
政
措
置
と
し
て

生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
に
準
じ
た
取
扱
い

に
よ
䣬
て
実
施
す
る
外
国
人
の
保
護
に
お
け
る
就
労
自
立

給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報 

六 

公
営
住
宅
法
第
二
十
七
条
第
六
項
の
事
業
主
体
の
承
認

の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務 

当
該
申
請
に
係
る
公
営
住
宅
の
入
居
者
又
は
そ
の
同
居
者

に
係
る
療
育
手
帳
の
交
付
及
び
そ
の
障
が
い
の
程
度
に
関

す
る
情
報
並
び
に
外
国
人
保
護
実
施
関
係
情
報
又
は
行
政

措
置
と
し
て
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
に
準

じ
た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
外
国
人
の
保
護
に
お
け

る
就
労
自
立
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報 

七 

公
営
住
宅
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
明
渡
し
の
請
求
に

関
す
る
事
務 

当
該
請
求
に
係
る
公
営
住
宅
の
入
居
者
又

は
そ
の
同
居
者
に
係
る
療
育
手
帳
の
交
付
及
び
そ
の
障
が

い
の
程
度
に
関
す
る
情
報 

八 

公
営
住
宅
法
第
二
十
九
条
第
八
項
の
明
渡
し
に
係
る
期

限
の
延
長
の
申
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す

る
事
務 

当
該
申
出
を
し
た
公
営
住
宅
の
入
居
者
又
は
そ

の
同
居
者
に
係
る
療
育
手
帳
の
交
付
及
び
そ
の
障
が
い
の

程
度
に
関
す
る
情
報
並
び
に
外
国
人
保
護
実
施
関
係
情
報

又
は
行
政
措
置
と
し
て
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
四
第

一
項
に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
外
国
人
の
保

護
に
お
け
る
就
労
自
立
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報 

九 

公
営
住
宅
法
第
三
十
条
第
一
項
の
あ
䣬
せ
ん
等
に
関
す

る
事
務 

当
該
あ
䣬
せ
ん
等
に
係
る
公
営
住
宅
の
入
居
者

又
は
そ
の
同
居
者
に
係
る
療
育
手
帳
の
交
付
及
び
そ
の
障

が
い
の
程
度
に
関
す
る
情
報 

現 
 
 
 
 
 
 
 

行 



 

                    

第
十
五
条 

条
例
別
表
第
二
の
一
一
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事

務
は
䣍
公
立
学
校
に
お
け
る
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
費

補
助
金
䥹
奨
学
の
た
め
の
給
付
金
䥺
交
付
要
綱
に
規
定
す
る

高
等
学
校
等
に
係
る
奨
学
の
た
め
の
給
付
金
事
業
に
よ
る
給

付
金
の
支
給
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す

る
事
務
と
し
䣍
同
項
の
規
則
で
定
め
る
情
報
は
䣍
当
該
申
請

を
行
う
者
に
係
る
私
立
学
校
に
お
け
る
高
等
学
校
等
修
学
支

援
事
業
費
補
助
金
䥹
奨
学
の
た
め
の
給
付
金
䥺
交
付
要
綱
に

規
定
す
る
高
等
学
校
等
に
係
る
奨
学
の
た
め
の
給
付
金
事
業

に
よ
る
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報
と
す
る
䣎 

 

第
十
六
条 

条
例
別
表
第
二
の
一
二
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事

務
は
䣍
学
校
保
健
安
全
法
䥹
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
六

号
䥺
第
二
十
四
条
の
援
助
の
対
象
と
な
る
者
の
認
定
に
関
す

る
事
務
と
し
䣍
同
項
の
規
則
で
定
め
る
情
報
は
䣍
次
に
掲
げ

る
情
報
と
す
る
䣎 

一
・
二
䥹
略
䥺 

 
 第

十
七
条 

条
例
別
表
第
二
の
一
三
の
項
の
規
則
で
定
め
る

事
務
は
䣍
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
費
補
助
金
䥹
学
び

直
し
へ
の
支
援
䥺
交
付
要
綱
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
学

び
直
し
支
援
金
の
受
給
資
格
の
認
定
の
申
請
に
係
る
事
実

に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務
と
し
䣍
同
項
の
規
則
で 

改 
 
 

正 
 
 

案 

十 

公
営
住
宅
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
明
渡
し
の
請
求
に

関
す
る
事
務 

当
該
請
求
に
係
る
公
営
住
宅
の
入
居
者
又

は
そ
の
同
居
者
に
係
る
療
育
手
帳
の
交
付
及
び
そ
の
障
が

い
の
程
度
に
関
す
る
情
報
並
び
に
外
国
人
保
護
実
施
関
係

情
報
又
は
行
政
措
置
と
し
て
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の

四
第
一
項
に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
外
国
人

の
保
護
に
お
け
る
就
労
自
立
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
情

報 

十
一 

公
営
住
宅
法
第
四
十
八
条
の
条
例
で
定
め
る
事
項
に

関
す
る
事
務 

当
該
事
項
に
係
る
公
営
住
宅
の
入
居
者
若

し
く
は
そ
の
同
居
者
䣍
公
営
住
宅
法
第
二
十
五
条
第
一
項

の
入
居
の
申
込
み
を
し
た
者
若
し
く
は
そ
の
者
と
同
居
し

よ
う
と
す
る
者
又
は
公
営
住
宅
法
第
二
十
七
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
同
居
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
療
育
手
帳

の
交
付
及
び
そ
の
障
が
い
の
程
度
に
関
す
る
情
報
並
び
に

外
国
人
保
護
実
施
関
係
情
報
又
は
行
政
措
置
と
し
て
生
活

保
護
法
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ

䣬
て
実
施
す
る
外
国
人
の
保
護
に
お
け
る
就
労
自
立
給
付

金
の
支
給
に
関
す
る
情
報 

 第
二
十
五
条 

条
例
別
表
第
二
の
一
四
の
項
の
規
則
で
定
め
る

事
務
は
䣍
福
岡
県
高
校
生
等
奨
学
給
付
金
の
支
給
の
申
請
に

係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務
と
し
䣍
同
項
の

規
則
で
定
め
る
情
報
は
䣍
次
に
掲
げ
る
情
報
と
す
る
䣎 

一 

当
該
申
請
を
行
う
者
に
係
る
福
岡
県
私
立
高
校
生
等
奨

学
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報 

二 

当
該
申
請
を
行
う
者
又
は
当
該
者
と
同
一
の
世
帯
に
属

す
る
者
に
係
る
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報 

三 

当
該
申
請
を
行
う
者
又
は
当
該
者
と
同
一
の
世
帯
に
属

す
る
者
に
係
る
外
国
人
保
護
実
施
関
係
情
報 

 

第
二
十
六
条 

条
例
別
表
第
二
の
一
五
の
項
の
規
則
で
定
め
る

事
務
は
䣍
学
校
保
健
安
全
法
䥹
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十

六
号
䥺
第
二
十
四
条
の
援
助
の
対
象
と
な
る
者
の
認
定
に
関

す
る
事
務
と
し
䣍
同
項
の
規
則
で
定
め
る
情
報
は
䣍
次
に
掲

げ
る
情
報
と
す
る
䣎 

一
・
二
䥹
略
䥺 

 第
二
十
七
条 

条
例
別
表
第
二
の
一
六
の
項
の
規
則
で
定
め

る
事
務
は
䣍
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
の
受
給
資
格

の
認
定
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る

事
務
と
し
䣍
同
項
の
規
則
で
定
め
る
情
報
は
䣍
当
該
申
請

を
行
う
者
に
係
る
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関 

現 
 
 
 
 
 
 
 

行 



 

 
定
め
る
情
報
は
䣍
当
該
申
請
を
行
う
者
に
係
る
高
等
学
校
等

就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
高
等

学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報
と
す
る
䣎 

 

第
十
八
条 

条
例
別
表
第
二
の
一
四
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事

務
は
䣍
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
費
補
助
金
䥹
専
攻
科
の

生
徒
へ
の
修
学
支
援
䥺
交
付
要
綱
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等

専
攻
科
修
学
支
援
金
の
受
給
資
格
の
認
定
の
申
請
に
係
る
事

実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務
と
し
䣍
同
項
の
規
則
で

定
め
る
情
報
は
䣍
当
該
申
請
を
行
う
者
に
係
る
高
等
学
校
等

就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
高
等

学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報
と
す
る
䣎 

 

䥹
条
例
別
表
第
三
の
規
則
で
定
め
る
事
務
及
び
情
報
䥺 

第
十
九
条 

条
例
別
表
第
三
の
一
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務

は
䣍
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
費
補
助
金
䥹
学
び
直
し
へ

の
支
援
䥺
交
付
要
綱
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支

援
金
の
受
給
資
格
の
認
定
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の

審
査
に
関
す
る
事
務
と
し
䣍
同
項
の
規
則
で
定
め
る
情
報
は

䣍
当
該
申
請
を
行
う
者
に
係
る
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業

費
補
助
金
䥹
学
び
直
し
へ
の
支
援
䥺
交
付
要
綱
に
規
定
す
る

高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
情
報
と
す

る
䣎 

 

第
二
十
条 

条
例
別
表
第
三
の
二
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務

は
䣍
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
費
補
助
金
䥹
専
攻
科
の
生

徒
へ
の
修
学
支
援
䥺
交
付
要
綱
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
専

攻
科
修
学
支
援
金
の
受
給
資
格
の
認
定
の
申
請
に
係
る
事
実

に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務
と
し
䣍
同
項
の
規
則
で
定

め
る
情
報
は
䣍
当
該
申
請
を
行
う
者
に
係
る
高
等
学
校
等
修

学
支
援
事
業
費
補
助
金
䥹
専
攻
科
の
生
徒
へ
の
修
学
支
援
䥺

交
付
要
綱
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
専
攻
科
修
学
支
援
金
の

支
給
に
関
す
る
情
報
と
す
る
䣎 

 

第
二
十
一
条 

䥹
略
䥺 

 

第
二
十
二
条 

条
例
別
表
第
三
の
四
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事

務
は
䣍
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と
し
䣍
同
項
の
規
則
で
定

め
る
情
報
は
䣍
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当

該
各
号
に
定
め
る
情
報
と
す
る
䣎 

一 

䣓
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
生
活
保
護
の
措

置
に
つ
い
て
䣔
に
基
づ
く
外
国
人
で
あ
䣬
て
生
活
に
困
窮

す
る
者
に
係
る
生
活
保
護
法
第
十
九
条
第
一
項
に
準
じ
た

取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
保
護
の
実
施
に
関
す
る
事
務 

改 
 
 

正 
 
 

案 

す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支

給
に
関
す
る
情
報
と
す
る
䣎 

  

第
二
十
八
条 

条
例
別
表
第
二
の
一
七
の
項
の
規
則
で
定
め
る

事
務
は
䣍
福
岡
県
立
高
等
学
校
専
攻
科
修
学
支
援
金
の
受
給

資
格
の
認
定
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す

る
事
務
と
し
䣍
同
項
の
規
則
で
定
め
る
情
報
は
䣍
当
該
申
請

を
行
う
者
に
係
る
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す

る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給

に
関
す
る
情
報
と
す
る
䣎 

  

䥹
条
例
別
表
第
三
の
規
則
で
定
め
る
事
務
及
び
情
報
䥺 

第
二
十
九
条 

条
例
別
表
第
三
の
一
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事

務
は
䣍
福
岡
県
私
立
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
の
受
給

資
格
の
認
定
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す

る
事
務
と
し
䣍
同
項
の
規
則
で
定
め
る
情
報
は
䣍
当
該
申
請

を
行
う
者
に
係
る
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
の
支
給
に

関
す
る
情
報
と
す
る
䣎 

    

第
三
十
条 

条
例
別
表
第
三
の
二
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事
務

は
䣍
福
岡
県
私
立
高
等
学
校
専
攻
科
修
学
支
援
金
の
受
給
資

格
の
認
定
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る

事
務
と
し
䣍
同
項
の
規
則
で
定
め
る
情
報
は
䣍
当
該
申
請
を

行
う
者
に
係
る
福
岡
県
立
高
等
学
校
専
攻
科
修
学
支
援
金
の

支
給
に
関
す
る
情
報
と
す
る
䣎 

    

第
三
十
一
条 

䥹
略
䥺 

 

第
三
十
二
条 

条
例
別
表
第
三
の
四
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事

務
は
䣍
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と
し
䣍
同
項
の
規
則
で
定

め
る
情
報
は
䣍
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
当

該
各
号
に
定
め
る
情
報
と
す
る
䣎 

一 

行
政
措
置
と
し
て
生
活
保
護
法
第
十
九
条
第
一
項
に
準

じ
た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
外
国
人
の
保
護
の
実
施

に
関
す
る
事
務 

外
国
人
要
保
護
者
等
に
係
る
特
別
支
援

学
校
等
へ
の
就
学
の
た
め
必
要
な
経
費
の
支
弁
に
関
す
る 

現 
 
 
 
 
 
 
 

行 



  

 

外
国
人
要
保
護
者
等
に
係
る
特
別
支
援
学
校
等
へ
の
就

学
の
た
め
必
要
な
経
費
の
支
弁
に
関
す
る
情
報
䥹
特
別
支

援
学
校
へ
の
就
学
奨
励
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
も
の
を
除

く
䣎
䥺 

二 

䣓
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
生
活
保
護
の

措
置
に
つ
い
て
䣔
に
基
づ
く
外
国
人
で
あ
䣬
て
生
活
に

困
窮
す
る
者
に
係
る
生
活
保
護
法
第
二
十
四
条
第
一
項

に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
保
護
の
開
始
又

は
同
条
第
九
項
に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る

保
護
の
変
更
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に

関
す
る
事
務 

前
号
に
掲
げ
る
情
報 

三 

䣓
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
生
活
保
護
の

措
置
に
つ
い
て
䣔
に
基
づ
く
外
国
人
で
あ
䣬
て
生
活
に

困
窮
す
る
者
に
係
る
生
活
保
護
法
第
二
十
五
条
第
一
項

に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
職
権
に
よ
る
保

護
の
開
始
又
は
同
条
第
二
項
に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ
䣬

て
実
施
す
る
職
権
に
よ
る
保
護
の
変
更
に
関
す
る
事
務 

第
一
号
に
掲
げ
る
情
報 

四 

䣓
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
生
活
保
護
の

措
置
に
つ
い
て
䣔
に
基
づ
く
外
国
人
で
あ
䣬
て
生
活
に

困
窮
す
る
者
に
係
る
生
活
保
護
法
第
二
十
六
条
に
準
じ

た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
保
護
の
停
止
又
は
廃
止

に
関
す
る
事
務 

第
一
号
に
掲
げ
る
情
報 

五 

䣓
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
生
活
保
護
の

措
置
に
つ
い
て
䣔
に
基
づ
く
外
国
人
で
あ
䣬
て
生
活
に

困
窮
す
る
者
に
係
る
生
活
保
護
法
第
六
十
三
条
に
準
じ

た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
保
護
に
要
す
る
費
用
の

返
還
に
関
す
る
事
務 

第
一
号
に
掲
げ
る
情
報 

六 

䣓
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
生
活
保
護
の

措
置
に
つ
い
て
䣔
に
基
づ
く
外
国
人
で
あ
䣬
て
生
活
に

困
窮
す
る
者
に
係
る
生
活
保
護
法
第
七
十
七
条
第
一
項

又
は
第
七
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
準
じ
た

取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
保
護
に
お
け
る
徴
収
金
の

徴
収
䥹
同
法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
に

準
じ
た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
保
護
に
お
け
る
徴

収
金
の
徴
収
を
含
む
䣎
䥺
に
関
す
る
事
務 

第
一
号
に

掲
げ
る
情
報 

 

第
二
十
三
条
䦅
第
二
十
五
条
䥹
略
䥺 

 第
二
十
六
条 

条
例
別
表
第
三
の
八
の
項
の
規
則
で
定
め
る

事
務
は
䣍
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
費
補
助
金
䥹
学
び

直
し
へ
の
支
援
䥺
交
付
要
綱
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
学 

 

改 
 
 

正 
 
 

案 

情
報
䥹
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
奨
励
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
も
の
を
除
く
䣎
䥺 

  

二 

行
政
措
置
と
し
て
生
活
保
護
法
第
二
十
四
条
第
一
項

に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
外
国
人
の
保
護
の

開
始
又
は
同
条
第
九
項
に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施

す
る
外
国
人
の
保
護
の
変
更
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い

て
の
審
査
に
関
す
る
事
務 

前
号
に
掲
げ
る
情
報 

  

三 

行
政
措
置
と
し
て
生
活
保
護
法
第
二
十
五
条
第
一
項

に
準
じ
た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
職
権
に
よ
る
外

国
人
の
保
護
の
開
始
又
は
同
条
第
二
項
に
準
じ
た
取
扱

い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
職
権
に
よ
る
外
国
人
の
保
護
の

変
更
に
関
す
る
事
務 

第
一
号
に
掲
げ
る
情
報 

  

四 

行
政
措
置
と
し
て
生
活
保
護
法
第
二
十
六
条
に
準
じ

た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
外
国
人
の
保
護
の
停
止

又
は
廃
止
に
関
す
る
事
務 

第
一
号
に
掲
げ
る
情
報 

  

五 

行
政
措
置
と
し
て
生
活
保
護
法
第
六
十
三
条
に
準
じ

た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
外
国
人
の
保
護
に
要
す

る
費
用
の
返
還
に
関
す
る
事
務 

第
一
号
に
掲
げ
る
情

報 

 六 

行
政
措
置
と
し
て
生
活
保
護
法
第
七
十
七
条
第
一
項
又

は
第
七
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
準
じ
た
取
扱

い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
外
国
人
の
保
護
に
お
け
る
徴
収
金

の
徴
収
䥹
同
法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
に

準
じ
た
取
扱
い
に
よ
䣬
て
実
施
す
る
外
国
人
の
保
護
に
お

け
る
徴
収
金
の
徴
収
を
含
む
䣎
䥺
に
関
す
る
事
務 

第
一

号
に
掲
げ
る
情
報 

   

第
三
十
三
条
䦅
第
三
十
五
条
䥹
略
䥺 

 第
三
十
六
条 

条
例
別
表
第
三
の
八
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事

務
は
䣍
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
の
受
給
資
格
の
認
定

の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務
と
し 

現 
 
 
 
 
 
 
 

行 



  
び
直
し
支
援
金
の
受
給
資
格
の
認
定
の
申
請
に
係
る
事
実
に

つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務
と
し
䣍
同
項
の
規
則
で
定
め

る
情
報
は
䣍
当
該
申
請
を
行
う
者
に
係
る
高
等
学
校
等
修
学

支
援
事
業
費
補
助
金
䥹
学
び
直
し
へ
の
支
援
䥺
交
付
要
綱
に

規
定
す
る
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
の
交
付
に
関
す
る

情
報
と
す
る
䣎 

 

第
二
十
七
条 

条
例
別
表
第
三
の
九
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事

務
は
䣍
高
等
学
校
等
修
学
支
援
事
業
費
補
助
金
䥹
専
攻
科
の

生
徒
へ
の
修
学
支
援
䥺
交
付
要
綱
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等

専
攻
科
修
学
支
援
金
の
受
給
資
格
の
認
定
の
申
請
に
係
る
事

実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
事
務
と
し
䣍
同
項
の
規
則
で

定
め
る
情
報
は
䣍
当
該
申
請
を
行
う
者
に
係
る
高
等
学
校
等

修
学
支
援
事
業
費
補
助
金
䥹
専
攻
科
の
生
徒
へ
の
修
学
支
援

䥺
交
付
要
綱
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
専
攻
科
修
学
支
援
金

の
交
付
に
関
す
る
情
報
と
す
る
䣎 

 

改 
 
 

正 
 
 

案 

䣍
同
項
の
規
則
で
定
め
る
情
報
は
䣍
当
該
申
請
を
行
う
者
に

係
る
福
岡
県
私
立
高
等
学
校
等
学
び
直
し
支
援
金
の
交
付
に

関
す
る
情
報
と
す
る
䣎 

    

第
三
十
七
条 

条
例
別
表
第
三
の
九
の
項
の
規
則
で
定
め
る
事

務
は
䣍
福
岡
県
立
高
等
学
校
専
攻
科
修
学
支
援
金
の
受
給
資

格
の
認
定
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る

事
務
と
し
䣍
同
項
の
規
則
で
定
め
る
情
報
は
䣍
当
該
申
請
を

行
う
者
に
係
る
福
岡
県
私
立
高
等
学
校
専
攻
科
修
学
支
援
金

の
交
付
に
関
す
る
情
報
と
す
る
䣎 

 

現 
 
 
 
 
 
 
 

行 


